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用
計
画
な
ど
を
記
入
し
た
届
出
書
を
土

地
の
所
在
す
る
市
町
村
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。適
正
な
土
地
の
利
用
に
よ
り
、

快
適
な
生
活
環
境
や
暮
ら
し
や
す
い
地

域
づ
く
り
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

【
届
け
出
が
必
要
な
土
地
取
引
】

◎�

市
街
化
区
域�

２
０
０
０
㎡
以
上

◎
そ
の
他
の
都
市
計
画
区
域

５
０
０
０
㎡
以
上

◎
都
市
計
画
区
域
外�

１
０
０
０
０
㎡
以
上

【
提
出
期
限
】
契
約
締
結
日
を
含

め
、
契
約
締
結
か
ら
２
週
間
以
内

　

詳
し
く
は
県
庁
地
域
政
策
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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総
務
大
臣
委
嘱
の
行
政
相
談
委
員

は
、
皆
様
の
相
談
相
手
と
し
て
、
町
の

サ
ー
ビ
ス
や
行
政
の
仕
組
み
、
手
続
き

に
関
す
る
相
談
を
受
付
け
、
相
談
者

へ
の
助
言
や
関
係
行
政
機
関
に
対
す
る

改
善
の
申
し
入
れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

行
政
相
談
委
員
の
お
二
人
が
定
期
的

に
相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
相
談
は

無
料
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

【
大
根
占
地
区
】
德
永�

幹
子�

委
員

　

�

毎
月
第
2
木
曜
日　

午
前
9
時
～
12

時　

錦
江
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

【
田
代
地
区
】
牧
原�

信
二�

委
員

　

�

毎
月
第
4
火
曜
日　

午
前
9
時
～

12
時　

田
代
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で

は
、
町
と
の
協
定
に
よ
り
空
き

家
・
空
き
地
を
定
期
的
に
訪
問

し
点
検
を
行
う
「
空
き
家
管
理

事
業
」
を
平
成
28
年
度
か
ら
実

施
し
て
い
ま
す
。

①
見
守
り
プ
ラ
ン

（
目
視
で
問
題
が
な
い
か
月
1
回

見
守
り
ま
す
。年
／
２
０
０
０
円
）

⑴�

敷
地
の
外
側
か
ら
破
損
等
の

目
視
確
認

⑵�

庭
木
、
雑
草
、
竹
等
の
繁
茂

状
態
の
確
認

⑶
不
法
投
棄
物
の
確
認

⑷�

植
木
鉢
の
破
損
や
屋
外
水
栓
の

通
水
状
態
な
ど
の
確
認

⑸�

報
告
書
の
作
成
、
写
真
送
付

（
2
か
月
に
1
回
ま
と
め
て
送
付
）

②
作
業
実
施
プ
ラ
ン

（
別
途
料
金
で
庭
木
の
伐
採
作
業

等
を
行
い
ま
す
）

《
対
応
可
能
な
作
業
》

　

除
草・草
払
い・剪
定・庭
木
（
大

木
以
外
）
の
伐
採
・
軽
易
な
大
工

仕
事
な
ど

《
対
応
で
き
な
い
作
業
》

　

玄
関
等
の
施
錠
に
か
か
る
作
業

（
定
期
的
な
屋
内
の
清
掃
・
換
気
）、

解
体
、
造
成
な
ど

※�

上
記
の
2
つ
の
プ
ラ
ン
を
組

み
合
わ
せ
て
お
申
込
み
い
た

だ
く
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

事
前
お
見
積
り
の
上
実
施
し

ま
す
。
詳
し
く
は
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

�

公
益
社
団
法
人

　
錦
江
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

〒
８
９
３
‐
２
３
０
３

　
肝
属
郡
錦
江
町
馬
場
10
番
地
１

　
℡�

０
９
９
４
‐
28
‐
３
４
４
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FAX�
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９
４
‐
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地
域
が
育
む
「
か
ご
し
ま
教
育
」
県

民
週
間
に
、
鹿
屋
養
護
学
校
の
授
業
及

び
施
設
参
観
を
行
い
ま
す
。
当
学
校
を

見
た
い
方
、
知
り
た
い
方
、
関
心
の
あ

る
方
は
学
校
参
観
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

【
日
付
】平
成
28
年
11
月
1
日（
火
）

【
時
間
】
9
時
30
分
～
14
時
30
分

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　
県
立
鹿
屋
養
護
学
校
（
担
当：教
頭
）

　
℡�

０
９
９
４
‐
44
‐
５
１
０
９

　
Fax�

０
９
９
４
‐
44
‐
５
２
３
９

【
そ
の
他
】

　

事
前
の
申
し
込
み
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
が
、
当
日
学
校
で
受
け
付
け
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

駐
車
場
は
正
門
前
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

10
月
は
「
土
地
月
間
」
で
す
。

　

次
の
よ
う
な
土
地
取
引
を
し
た
と
き

は
、
土
地
の
買
主
は
土
地
の
面
積
や
利

県
立
鹿
屋
養
護
学
校

学
校
参
観
日
の
お
知
ら
せ

土
地
取
引
を
し
た
場
合
は

届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す

行
政
相
談
週
間

｢



10
月
17
日
～
23
日
」

空
き
家
等
管
理
事
業
の

お
知
ら
せ

お知らせ
INFORMATION

2016.�10

★�★�★

★�★�★

年金だより　

国民年金保険料の後納制度
・追納制度

住 民 税 務 課 電話�0994-22-3039
住 民 生 活 課 電話�0994-25-2511
鹿屋年金事務所 電話�0994-42-5121

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
入
期
限

は
翌
月
末
で
す
が
、
納
入
期
限
を

過
ぎ
て
も
２
年
以
内
で
あ
れ
ば
加
算

金
な
し
で
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
２
年
以
上
前
に
う
っ
か
り
納
め

忘
れ
た
り
、
手
続
き
が
漏
れ
て
未
納

期
間
が
で
き
て
し
ま
っ
た
…
と
い
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

そ
ん
な
と
き
に
は
、
国
民
年
金
保

険
料
後
納
制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ

い
！

　

後
納
制
度
と
は
、
時
効
で
納
め
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
国
民
年
金
保

険
料
に
つ
い
て
、
平
成
27
年
10
月
か

ら
平
成
30
年
9
月
ま
で
の
3
年
間

に
限
り
、
過
去
5
年
分
ま
で
納
め
る

こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

年
金
額
が
増
え
た
り
、
納
付
し
た
期

間
が
不
足
し
て
年
金
を
受
給
で
き
な

か
っ
た
方
が
年
金
受
給
資
格
を
得
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

追
納
制
度
と
は
、
過
去
に
免
除
・

納
付
猶
予
を
受
け
た
国
民
年
金
保

険
料
に
つ
い
て
、
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
で
す
。
過
去
10
年
分
ま

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

追
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

将
来
受
け
取
る
年
金
額
を
増
や
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ご
自
身
の
納
付
状
況
な
ど
詳
し
い

内
容
は
、
左
記
の
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
、

ま
た
は
鹿
屋
年
金
事
務
所
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
℡�
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０


